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(57)【要約】
【課題】　簡単な構成でかつ安価な製造コストで、熱の
蓄積を生じず、額縁などの非表示部の露呈に起因する表
示品位の低下を防止することができるマルチディスプレ
イ装置を提供する。
【解決手段】　平面的に縦横に並んで配置され、周縁に
非表示部である額縁５を有するとともに、該額縁５より
も面内側に画像を表示する表示領域が形成される複数の
液晶パネル２の互いに隣接する各額縁５に、各額縁５よ
りも面内側の表示領域の出射光を反射する反射面６，７
を有する反射部材８を設ける。反射面６，７は、湾曲部
分６ａ，７ａを含む。
【選択図】　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像を表示する表示領域と、該表示領域を外囲する非表示部とを有し、互いに隣接して
設けられる複数の表示パネルと、
　前記非表示部に設けられ、前記表示領域からの出射光を反射する反射面を有する反射部
材であって、前記反射面に外方に凸に湾曲した湾曲部分が設けられる反射部材とを含むこ
とを特徴とするマルチディスプレイ装置。
【請求項２】
　前記反射部材は、前記非表示部から突出する２つの斜面を有する三角柱状の長尺材から
成り、各斜面に前記反射面が形成される反射部を有し、該反射部の反射面の前記非表示部
側の部分に、前記湾曲部分が形成されることを特徴とする請求項１に記載のマルチディス
プレイ装置。
【請求項３】
　前記反射部材は、前記湾曲部分を含む２つの反射面が形成される反射部と、該反射部に
連なり、前記各表示パネルの互いに隣接する各非表示部によって挟持される挟持部とを有
することを特徴とする請求項２に記載のマルチディスプレイ装置。
【請求項４】
　画像を表示する表示領域と、該表示領域を外囲する非表示部とを有し、互いに隣接して
設けられる複数の表示パネルと、
　前記非表示部に設けられ、前記表示領域からの出射光を反射する反射面を有する反射部
材であって、前記反射面が、前記非表示部を覆い、かつ、該非表示部に対して傾斜した１
つの平面状の反射面から成ることを特徴とするマルチディスプレイ装置。
【請求項５】
　前記反射部材は、前記平面状の反射面が形成される反射部と、該反射部に連なり、前記
各表示パネルの互いに隣接する各非表示部によって挟持される挟持部とを有することを特
徴とする請求項４に記載のマルチディスプレイ装置。
【請求項６】
　前記反射部は、前記挟持部に対して、反射部材の長手方向に沿った軸線まわりに回動可
能に連結され、前記反射面の前記非表示部に対する傾斜角度が調整可能に構成されること
を特徴とする請求項５に記載のマルチディスプレイ装置。
【請求項７】
　画像を表示する表示領域と、該表示領域を外囲する非表示部とを有し、互いに隣接して
設けられる複数の表示パネルと、
　前記非表示部に設けられ、前記表示領域からの出射光を反射する反射面を有する反射部
材であって、前記反射面が、粗面化された粗面化処理部を含むことを特徴とするマルチデ
ィスプレイ装置。
【請求項８】
　前記反射部材は、前記非表示部から突出する２つの斜面を有し、かつ断面形状が三角形
の柱状部材から成り、各斜面に前記反射面が形成されることを特徴とする請求項７に記載
のマルチディスプレイ装置。
【請求項９】
　前記反射面の粗面化処理部は、前記非表示部から突出方向に向かって粗度が大きくなる
ように形成されることを特徴とする請求項８に記載のマルチディスプレイ装置。
【請求項１０】
　前記反射部材は、前記２つの反射面が形成される反射部と、該反射部に連なり、前記各
表示パネルの互いに隣接する各非表示部によって挟持される挟持部とを有することを特徴
とする請求項８または９に記載のマルチディスプレイ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、複数の表示パネルを隣接して配置し、１つの大画面を構成するマルチディス
プレイ装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、インフォメーションディスプレイおよび業務用ディスプレイとして、たとえば４
台あるいは９台の表示パネルを縦横に隣接して配置し、１つの大きな画面を構成し、１台
のパーソナルコンピュータから、ＤＶＩ(Digital Visual Interface)やアナログＲＧＢ（
Red Green Blue）映像信号、ＨＤＭＩ(High-Definition Multimedia Interface)などのイ
ンターフェイスを経由して接続された各表示パネルへ、１つの画像を分割した画面信号を
送ることによって、各表示パネルに画像が個別に表示され、画面全体として一連の画像を
表示することができるように構成されている。
【０００３】
　このようなマルチディスプレイ装置は、複数の表示パネルによっていわゆるマルチ画面
とも称される大形の画面を容易に構築することができるが、各表示パネルの額縁上には画
像を表示することができないため、隣接する各表示パネル間の目地または継目などに対応
する領域に、表示画面上に線が格子状に入ったように見え、表示品位が低下してしまうと
いう問題がある。
【０００４】
　このような問題を解決するための従来技術は、たとえば特許文献１に提案されている。
特許文献１に記載される従来技術では、１つの画像を４画面を使用して大きく映し出して
いるときに、画像を格子状に区切って目障りとなるという問題を解決するために、互いに
独立な駆動系を介して映像信号によって駆動される画像表示する複数の画像表示器の表示
画面を２次元的に配列して大形画面を形成した多画面表示装置において、表示画面の隣接
するもの同士の境界領域に補助表示器を配列したマルチディスプレイ装置が提案されてい
る。
【０００５】
　この従来技術では、額縁に設けた補助表示装置に発光ダイオードを用い、非表示領域を
挟む画面近傍の平均輝度によって駆動するように構成されている。しかしながら、額縁上
で液晶カラー表示素子、発光ダイオード、エレクトロルミネセンスなどの電子部品を制御
するため、製造コストが高額となり、かつ消費電力が大きくなるという課題がある。
【０００６】
　また、前述のような電子部品を用いず光学的に解決する従来技術は、たとえば特許文献
２，３に開示されている。これらの従来技術には、画面上に配置した凸レンズおよび凹レ
ンズを用いて、画面表示光を屈折させ、額縁上まで拡張して表示する構成が提案されてい
る。特許文献２に記載される従来技術では、複数のプラズマディスプレイパネル（Plasma
Display Panel、略称ＰＤＰ）を縦横に並べて、各ＰＤＰの表示画面を繋ぎ合わせて１つ
の大画面として表示するために、各ＰＤＰの前面には、凸レンズ群の行列からなる第１の
マルチレンズおよび第２のマルチレンズを配置して、ＰＤＰの表示画面に表示する表示画
像の正立像を形成し、第２のマルチレンズの前面には、さらに、凹レンズを配置して、上
記の正立像をＰＤＰ等の前面に配置した透過型スクリーン上に拡大して投影し、複数のＰ
ＤＰに表示した画像を連続した１つの画像として表示することができるマルチディスプレ
イ装置が提案されている。
【０００７】
　また特許文献３に記載される従来技術では、画像が投射されるスクリーンが前面に装着
されるスクリーンブロックを多段に積み上げて大形の画面を形成してなるマルチ投射型ス
クリーンにおいて、マルチ画面で生じる目地を目立たなくするため、前記画像が投射され
る各平行平板スクリーンブロックの光出射側に周辺が凸レンズ構造で中央部が平板である
レンズ状透明スクリーンを装着したマルチディスプレイ装置が提案されている。
【０００８】
　しかしながら、これらの特許文献２，３の各従来技術を実施するためには、画面を覆う
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大きさの凹レンズや、画面と同サイズのアクリル板の側端部をレンズ状に加工する必要が
あり、大形のディスプレイ装置になるほど高額な部品が必要となる上、表示画面とレンズ
との間に熱が蓄積するという問題がある。
【０００９】
　さらに他の従来技術として、たとえば特許文献４～６には、光ファイバの束を用いて、
画面表示を額縁上に偏移させ、非表示部としての額縁を見えなくすることが提案されてい
る。特許文献４に記載される従来技術では、ディスプレイの外周に非表示部（目地）を有
するマルチディスプレイ装置において、前記ディスプレイの発光面上に光軸が傾斜した光
ファイバプレートを備えたマルチディスプレイ装置が提案されている。
【００１０】
　また特許文献５に記載される従来技術では、表示部とこの表示部を囲む額縁とを備えた
平板状の表示ユニットの前面に、偏位手段を設け、この偏位手段によって表示ユニットに
表示される分割画面を２次元方向に偏位させて分割画面を一体化させることによって、額
縁による境界線のない大画面を形成することができるマルチディスプレイ装置が提案され
ている。
【００１１】
　さらに特許文献６に記載される従来技術では、複数の投影機と並列して投影部を設け、
これと同様の導光体を投影機と同様に並べてスクリーン部を構成し、導光体の画像光入力
端面に、対応する投影機から画像光を投影可能とし、該導光体の反対側の端面である画像
光出力端面を、前記画像表示面よりも中心側に偏倚させて、画面内に額縁が生じることの
ない統一画像表示面を形成するマルチディスプレイ装置が提案されている。この従来技術
の導光体は、光ファイバを束ねてなり、画像光入力端面から画像光出力端面の間で光路が
、統一画像表示面の中心側寄りに設けられる。
【００１２】
　これらの特許文献４～６に記載される各従来技術では、該従来技術に係るマルチディス
プレイ装置を実現するために、画素数に相当する本数の光ファイバの束が必要となり、製
造コストが高額になってしまうという問題がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１３】
【特許文献１】特開平３－３８９８２号公報
【特許文献２】特開平１０－２２２０９５号公報
【特許文献３】特開２０００－１８０９６４号公報
【特許文献４】特開平９－３７１９４号公報
【特許文献５】特開平１０－３９７８０号公報
【特許文献６】特開２００４－１７７６３２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　本発明の目的は、簡単な構成でかつ安価な製造コストで、熱の蓄積を生じず、額縁など
の非表示部に起因する表示品位の低下を防止することができるマルチディスプレイ装置を
提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　第１の本発明に係るマルチディスプレイ装置は、画像を表示する表示領域と、該表示領
域を外囲する非表示部とを有し、互いに隣接して設けられる複数の表示パネルと、
　前記非表示部に設けられ、前記表示領域からの出射光を反射する反射面を有する反射部
材であって、前記反射面に外方に凸に湾曲した湾曲部分が設けられる反射部材とを含むこ
とを特徴とするマルチディスプレイ装置である。
【００１６】
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　また、本発明のマルチディスプレイ装置において、前記反射部材は、前記非表示部から
突出する２つの斜面を有する三角柱状の長尺材から成り、各斜面に前記反射面が形成され
る反射部を有し、該反射部の反射面の前記非表示部側の部分に、前記湾曲部分が形成され
ることを特徴とする。
【００１７】
　さらに、本発明のマルチディスプレイ装置において、前記反射部材は、前記湾曲部分を
含む２つの反射面が形成される反射部と、該反射部に連なり、前記各表示パネルの互いに
隣接する各非表示部によって挟持される挟持部とを有することを特徴とする。
【００１８】
　第２の本発明に係るマルチディスプレイ装置は、画像を表示する表示領域と、該表示領
域を外囲する非表示部とを有し、互いに隣接して設けられる複数の表示パネルと、
　前記非表示部に設けられ、前記表示領域からの出射光を反射する反射面を有する反射部
材であって、前記反射面が、前記非表示部を覆い、かつ、該非表示部に対して傾斜した１
つの平面状の反射面から成ることを特徴とするマルチディスプレイ装置である。
【００１９】
　また、本発明のマルチディスプレイ装置において、前記反射部材は、前記平面状の反射
面が形成される反射部と、該反射部に連なり、前記各表示パネルの互いに隣接する各非表
示部によって挟持される挟持部とを有することを特徴とする。
【００２０】
　さらに、本発明のマルチディスプレイ装置において、前記反射部は、前記挟持部に対し
て、反射部材の長手方向に沿った軸線まわりに回動可能に連結され、前記反射面の前記非
表示部に対する傾斜角度が調整可能に構成されることを特徴とする。
【００２１】
　第３の本発明に係るマルチディスプレイ装置は、画像を表示する表示領域と、該表示領
域を外囲する非表示部とを有し、互いに隣接して設けられる複数の表示パネルと、
　前記非表示部に設けられ、前記表示領域からの出射光を反射する反射面を有する反射部
材であって、前記反射面が、粗面化された粗面化処理部を含むことを特徴とするマルチデ
ィスプレイ装置である。
【００２２】
　また、本発明のマルチディスプレイ装置において、前記反射部材は、前記非表示部から
突出する２つの斜面を有し、かつ断面形状が三角形の柱状部材から成り、各斜面に前記反
射面が形成されることを特徴とする。
【００２３】
　さらに、本発明のマルチディスプレイ装置において、前記反射面の粗面化処理部は、前
記非表示部から突出方向に向かって粗度が大きくなるように形成されることを特徴とする
。
【００２４】
　さらに、本発明のマルチディスプレイ装置において、前記反射部材は、前記２つの反射
面が形成される反射部と、該反射部に連なり、前記各表示パネルの互いに隣接する各非表
示部によって挟持される挟持部とを有することを特徴とする。
【発明の効果】
【００２５】
　第１の本発明に係るマルチディスプレイ装置によれば、平面状に並んで配置される複数
の表示パネルの各非表示部に、表示領域からの出射光を反射する反射面を有する反射部材
が設けられるので、各表示パネルを組立ててマルチスクリーンを構築した状態での表示画
面に、非表示部が線状に露呈することを防止し、表示品位を向上することができる。しか
も、反射面が湾曲部分を含むから、この湾曲部分によって、平面状の反射面に比べて非表
示部により近い部位の表示領域からの出射光を反射させることができる。したがって、表
示領域からの出射光による画像と、反射面からの反射光による画像との違和感をより少な
くすることができる。さらに、隣接する表示領域からの出射光による画像の連続的視認性
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も改良される。また、反射部材は反射面を有する機械的部品によって実現され、前記従来
技術のような電子部品あるいは光ファイバなどの光学部品を用いないため、安価な製造コ
ストで非表示部が露呈しない低消費電力で、かつ蓄熱も伴わないマルチディスプレイ装置
を実現することができる。
【００２６】
　また本発明によれば、反射部材は断面形状が山形の柱状部材の各非表示部から突出する
２つの斜面に反射面が形成されるので、各非表示部の両側の表示領域からの出射光を各反
射面によってそれぞれ反射して、各非表示部が線状に露見されること防止し、各非表示部
を介して隣接する各表示領域の表示画像を、外見上、実質的に連続した画像として視認す
ることができる。しかも、反射面の前記非表示部側の部分が前記湾曲部分とされ、かつ、
該湾曲部分より前記突出方向側の部分が断面三角形を成すよう形成されているので、湾曲
部分が表示領域により近く位置することになる。これによって、表示領域からの画像と反
射面からの画像との違和感をより少なくすることができるとともに、隣接する各表示領域
における表示画像の連続視認性がより向上する。
【００２７】
　さらに本発明によれば、前記反射部材は、前記湾曲部分を含む２つの反射面が形成され
る反射部と、該反射部に連なり、前記各表示パネルの互いに隣接する各側部によって挟持
される挟持部とを有するので、反射部材を各表示パネルの各非表示部に正確に位置決めさ
れた状態で容易かつ確実に設けることができる。
【００２８】
　第２の本発明に係るマルチディスプレイ装置によれば、第１の本発明と同様に、平面状
に並んで配置される複数の表示パネルの各非表示部に、表示領域からの出射光を反射する
反射面を有する反射部材が設けられるので、各表示パネルを組立ててマルチスクリーンを
構築した状態での表示画面に、非表示部が線状に露呈することを防止し、表示品位を向上
することができる。しかも、本発明では、１個の平面状の反射面が非表示部に対して斜め
に配されるから、反射部材を三角柱状体で構成する場合のように、反射面の中央に頂上部
による線が視認されることがない。
【００２９】
　また本発明によれば、前記反射部材は、前記平面状の反射面が形成される反射部と、該
反射部に連なり、前記各表示パネルの互いに隣接する各側部によって挟持される挟持部と
を有するので、反射部材を各表示パネルの各非表示部に正確に位置決めされた状態で容易
かつ確実に設けることができる。
【００３０】
　さらに本発明によれば、前記反射部は、前記挟持部に対して、反射部材の長手方向に沿
った軸線回りに回動可能に連結され、前記反射面の前記非表示部に対する傾斜角度が調整
可能とされているので、反射部材の設置位置に応じて反射面の最適傾斜角度を設定するこ
とができる。特に、マルチスクリーンの設置場所毎の看者の立つ位置を想定し、反射部材
の設置位置に応じて反射面の最適傾斜角度を設定すれば、全体としての表示品位が一層向
上する。
【００３１】
　第３の本発明に係るマルチディスプレイ装置によれば、第１あるいは第２の本発明と同
様に、平面状に並んで配置される複数の表示パネルの各非表示部に、表示領域からの出射
光を反射する反射面を有する反射部材が設けられるので、各表示パネルを組立ててマルチ
スクリーンを構築した状態での表示画面に、非表示部が線状に露呈することを防止し、表
示品位を向上することができる。しかも、本発明では、前記反射部材の反射面が、粗面化
処理部を含むから、表示領域からの出射光は粗面化処理部で乱反射し、この乱反射光によ
る映像はぼやけて視認される。したがって、隣接する表示領域において非表示部をまたが
る斜線のような映像がある場合に、反射映像が左右あるいは上下に反転することによって
、かえって見づらくなるようなことを防止するのに有効である。
【００３２】
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　また本発明によれば、前記反射部材は、断面形状が三角形の柱状部材から成り、該柱状
部材の前記非表示部から突出する２つの斜面が前記反射面とされているので、各非表示部
の両側の表示領域からの出射光を各反射面によってそれぞれ反射して、各非表示部が線状
に露見されること防止し、各非表示部を介して隣接する各表示領域の表示画像を、外見上
、実質的に連続した画像として視認することができる。
【００３３】
　さらに本発明によれば、前記反射面の粗面化処理部は、前記非表示部から突出方向に向
け、粗面化度合いが大きくなるよう形成されているので、非表示部から離れた位置の表示
領域からの出射光がより乱反射し易く、これによって、前記反射映像の左右あるいは上下
反転による視認性の不具合をより有効に防止することができる。
【００３４】
　さらに本発明によれば、前記反射部材は、前記２つの反射面が形成される反射部と、該
反射部に連なり、前記各表示パネルの互いに隣接する各側部によって挟持される挟持部と
を有するので、反射部材を各表示パネルの各非表示部に正確に位置決めされた状態で容易
かつ確実に設けることができる。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】第１の本発明に係るマルチディスプレイ装置１の一実施形態を示す断面図である
。
【図２】図１のマルチディスプレイ装置１の一部分を簡素化して示す斜視図である。
【図３】図２の切断面線ＩＩＩ－ＩＩＩから見た断面図である。
【図４】本実施形態における反射部材８を示す一部の拡大斜視図である。
【図５】反射部材８が隣接する２つの額縁５に設置された状態を示す一部の斜視図である
。
【図６】反射部材８ａがマルチディスプレイ装置１の外側の額縁５に設置された状態を示
す一部の斜視図である。
【図７】液晶パネル２からの出射光の反射パターンを示す図であり、図７（１）は本実施
形態の反射部材８による反射パターンを示す図であり、図７（２）は比較例として反射部
材の反射面が平面である場合の反射パターンを示す図である。
【図８】マルチディスプレイ装置１の表示状態を示す正面図であり、図８（１）は額縁５
に反射部材８が設けられていないときの画面の表示状態を示し、図８（２）は額縁５に反
射部材８を設けたときの画面の表示状態を示す図である。
【図９】本発明の他の実施形態の反射部材８ｂを具備するマルチディスプレイ装置１ａを
示す一部の断面図である。
【図１０】本発明のさらに他の実施形態の反射部材８ｃを具備するマルチディスプレイ装
置１ｂを示す一部の断面図である。
【図１１】本発明のさらに他の実施形態の反射部材８ｄを具備するマルチディスプレイ装
置１ｃを示す一部の断面図である。
【図１２】本発明のマルチディスプレイ装置１の全体斜視図と、同マルチディスプレイ装
置１における反射部材８の交差部Ａの一部を拡大して示す斜視図である。
【図１３】図１２の交差部Ａの拡大平面図である。
【図１４】図１３に示す反射部材８の交差部Ａ側に配置される端部８１の構造を示す図で
あり、図１４（１）は反射部材８の端部８１の平面図であり、図１４（２）は反射部材８
の端部８１の側面図であり、図１４（３）は反射部材８の端部８１を図１４（２）の右側
から見た正面図である。
【図１５】第２の本発明に係るマルチディスプレイ装置１００の一実施形態における反射
部材５０が隣接する２つの額縁５に設置された状態を示す一部の斜視図である。
【図１６】図１５に示す反射部材５０における反射面５１および非反射面５２の額縁５に
対する傾斜角度を示す断面図である。
【図１７】本実施形態のマルチディスプレイ装置１００の表示状態を示す正面図の一部で
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あり、図１７（１）は額縁５に反射部材５０が設けられているときの画面の表示状態を示
し、図１７（２）は比較例として額縁５に３つの角が全て鋭角の三角柱状の反射部材５０
０を設けたときの画面の表示状態を示す図である。
【図１８】本実施形態の第１の変形例の反射部材５０ａを示す一部の拡大斜視図である。
【図１９】本実施形態の第２の変形例の反射部材５０ｂを示す一部の拡大斜視図である。
【図２０】第２の変形例の反射部材５０ｂを用いたマルチディスプレイ装置１００ａを模
式的に示す全体の斜視図と、各部位における反射部材５０ｂの設置態様を側面から見て模
式的に示す図である。
【００３６】
【図２１】第３の本発明に係るマルチディスプレイ装置２００の一実施形態における反射
部材６０が隣接する２つの額縁５に設置された状態を示す一部の斜視図である。
【図２２】図２１に示す反射部材６０による液晶パネル２からの出射光の反射パターンを
示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００３７】
　図１は第１の本発明に係るマルチディスプレイ装置１を示す断面図であり、図２は図１
に示すマルチディスプレイ装置１の簡素化した斜視図であり、図３は図２の切断面線ＩＩ
Ｉ－ＩＩＩから見た断面図であり、図４は反射部材８を示す一部の拡大斜視図である。な
お、図２および図３は、理解を容易にするため、簡略化して示されている。
【００３８】
　本実施形態において、マルチディスプレイ装置１は、平面的に縦横に並んで配置される
表示パネルとしての複数の液晶パネル２と、各液晶パネル２が装着されるシャーシ３と、
筐体４と、各液晶パネル２に表示面側（図１の上方）から装着され、各液晶パネル２を各
シャーシ３に保持する非表示部である額縁５と、各液晶パネル２の互いに隣接する各額縁
５に設けられ、各額縁５よりも面内側の表示領域の出射光を反射する反射面６，７を有す
る反射部材８と、光学シート９と、拡散板１０とを含んで構成される。
【００３９】
　本実施形態において、マルチディスプレイ装置１は、テレビジョン受像機またはパーソ
ナルコンピュータなどにおいて、画像情報を出力することによって、画像を表示画面に表
示する表示装置によって実現される。各液晶パネル２は、平板状の形状に形成される。液
晶パネル２において、厚み方向Ｚの２つの向きを前面側Ｚ１および背面側Ｚ２とする。
【００４０】
　液晶パネル２は、液晶表示素子によって、背後側からのバックライト１１の光によって
画像を前面２ａ側に表示することができる。シャーシ３は、液晶パネル２の固定に用いら
れる基台であり、液晶パネル２よりも背面２ｂ側に配置される。
【００４１】
　前記筐体４は、液晶パネル２の固定を補助する複数の部材から成り、分割可能に構成さ
れることが好ましい。筐体４は、枠体１２を含んで構成される。枠体１２は、乗載部分１
３と、接触部分１４とを有する。乗載部分１３は、液晶パネル２を厚み方向Ｚに見たとき
の液晶パネル２の外周部の少なくとも一部に、背面２ｂ側から対向する。接触部分１４は
、外周部に対して液晶パネル２の面方向外方から接触する。額縁５は、液晶パネル２の外
周部に前面２ａ側から対向し、筐体４とともに外周部を挟持する。これによって、液晶パ
ネル２は、額縁５に対して前面２ａ側への相対的な変位が阻止される。
【００４２】
　マルチディスプレイ装置１において、液晶パネル２の周囲を面方向外方から囲繞する額
縁５は、いわゆる狭額縁化されている。たとえば、マルチディスプレイシステムに用いる
場合には、複数のマルチディスプレイ装置１を一方向に沿って、またはマトリクス状に配
置する。このとき、互いに隣接するマルチディスプレイ装置１の境目に当たる部分、すな
わち額縁５は画像が表示されない非表示部となる。
【００４３】
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　各液晶パネル２に表示される各画像は、本来、面方向に連続する画像であるが、額縁５
のＺ方向から見た図１において左右方向の幅が大きいと、非表示部の幅が大きくなってし
まう。マルチディスプレイシステムに用いるようなマルチディスプレイ装置１では、非表
示部の幅をなるべく小さくするために、額縁５の幅を小さくする狭額縁化が求められる。
本実施形態において、マルチディスプレイ装置１は、各液晶パネル２の対角線方向に長さ
が６０インチで、縦横比率が９対１６の狭額縁化された液晶表示装置である。
【００４４】
　前記バックライト１１は、液晶パネル２よりも背面側Ｚ２に配置される複数の光源を含
んで構成される。バックライト１１は、シャーシ３に取付けられ、光源から出射された光
は、拡散板１０、光学シート９を通過し、さらに液晶パネル２を介してマルチディスプレ
イ装置１よりも前面側Ｚ１に放射され、画像表示を行う表示光として使用される。光源と
しては、たとえば冷陰極線管などの蛍光管、ＬＥＤ（Light Emitting Diode）などの各種
発光部品を用いることができる。
【００４５】
　マルチディスプレイ装置１を、正面から背面側Ｚ２に見て、額縁５および液晶パネル２
は長方形に形成される。この長方形は、マルチディスプレイ装置１が映像を表示するとき
の使用時の設置状態において、縦長に配置されても横長に配置されてもよいが、本実施形
態では横長に配置される。
【００４６】
　前記額縁５は、厚み方向Ｚに垂直な平板状部分１５と、平板状部分１５に直角に連なり
、液晶パネル２をその面方向外方から囲繞する外周部１６とを含む。平板状部分１５は、
枠体１２の前記乗載部分１３とともに液晶パネル２の外周部分を挟持する。
【００４７】
　液晶パネル２は、図示を省略する２枚の基板を含み、厚み方向Ｚに見て長方形の板状に
形成される。液晶パネル２は、ＴＦＴ（Thin Film Transistor）等のスイッチング素子を
含み、２枚の基板の隙間には液晶が注入されている。液晶パネル２は、背面側Ｚ２のバッ
クライト１１からの光が照射されることによって、表示機能を発揮する透過型液晶表示装
置である。前記２枚の基板には、液晶パネル２における各画素の駆動制御用のドライバ（
ソースドライバ）および配線が設けられている。
【００４８】
　筐体４は、液晶パネル２よりも背面側Ｚ２、かつシャーシ３よりも前面側Ｚ１に配置さ
れ、シャーシ３に取付けられる。筐体４には、光学シート９、拡散板１０、バックライト
１１および反射シート１８が配置される。バックライト１１の光源は、たとえば、複数本
の蛍光管を含み、各蛍光管は、図示しないランプホルダによってシャーシ３に取付けられ
る。蛍光管よりも前面側Ｚ１には、拡散板１０が配置され、拡散板１０よりも前面側Ｚ１
には前記光学シート９が配置される。拡散板１０および光学シート９は、液晶パネル２に
平行に配置される。
【００４９】
　拡散板１０は、蛍光管から発せられた光を、面方向に拡散することによって、輝度が局
所的に偏ることを防止する。光学シート９は、複数の光学シートで構成され、本実施形態
では、２枚の光学シート９ａおよび光学シート９ｂによって構成され、たとえばカラーフ
ィルタから成る。
【００５０】
　拡散板１０では、輝度が面方向に偏ることを防ぐために、光の進行方向は、ベクトル成
分として、面方向の成分を多く含む。これに対し光学シート９は、面方向のベクトル成分
を多く含む光の進行方向を、厚み方向Ｚの成分を多く含む光の進行方向に変換する。具体
的には、光学シート９は、レンズまたはプリズム状に形成される部分が面方向に多数並ん
で形成され、これによって、厚み方向Ｚに進行する光の拡散度を小さくする。したがって
、マルチディスプレイ装置１による表示において、輝度を上昇させることができる。
【００５１】
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　シャーシ３は、厚み方向Ｚに垂直な平板状の底部１９と、底部１９に連なり底部１９か
ら立ち上がる側壁部２０と、側壁部２０のうち底部１９が連なる部分とは反対側の部分に
連なり、底部１９と平行に広がる平板状のフランジ部２１とを含んで形成される。底部１
９は、厚み方向Ｚに見て長方形に形成される。
【００５２】
　反射シート１８は、前記シャーシ３における底部１９の前面側Ｚ１の表面の少なくとも
一部と、前記フランジ部２１とに接触して配置される。反射シート１８は、前記側壁部２
０に対しては接触して配置されてもよく、また接触せず配置されてもよい。反射シート１
８の少なくとも前面側Ｚ１に臨む表面は、バックライト１１からの光に対して高い反射率
、理想的には１００％の反射率を有する。
【００５３】
　枠体１２は、光学シート９および拡散板１０の各外周部が乗載される段差部１７と、段
差部１７から背面側Ｚ２に連なり、シャーシ３の側壁部２０を内周面側から覆い、シャー
シ３に対してビスなどによって連結される第２周壁部２２と、段差部１７の外周部から前
面側Ｚ１に連なって立ち上がる第１周壁部２３とを含む。
【００５４】
　第１周壁部２３の前面側Ｚ１の領域には、前面側Ｚ１に臨み、液晶パネル２の外周部に
対向する前記乗載部分１３と、乗載部分１３よりも面方向外方において前面側Ｚ１に突出
し、液晶パネル２に面方向外方から接触する接触部分１４とが形成される。この乗載部分
１３は、液晶パネル２の外周部を額縁５の平板状部分１５とともに挟持する部分である。
したがって、乗載部分１３は、液晶パネル２の外周部に確実に対向する必要があり、また
乗載部分１３は、面方向の幅を狭く設定するほど、狭額縁化の実現を容易にすることがで
きる。
【００５５】
　液晶パネル２の各辺を成す外周部を支持する乗載部分１３について、厚み方向Ｚおよび
各辺の延びる方向に垂直な方向における乗載部分１３の寸法を、「幅寸法ｂ１」と称する
。マルチディスプレイ装置１の一例として、たとえば各液晶パネル２が６０インチのマル
チディスプレイ装置１の場合、液晶パネル２のうち画像の表示領域は、およそ長辺方向Ｘ
の寸法が１３３ｃｍで、短辺方向Ｙの寸法がおよそ７５ｃｍである。この場合、乗載部分
１３の幅寸法ｂ１は、３ｍｍ程度に設定される。
【００５６】
　枠体１２において、第２周壁部２２は、液晶パネル２の厚み方向Ｚに平行に形成され、
段差部１７のうち、液晶パネル２に関する面方向内方の端部に連なり、背面側Ｚ２に延び
て形成される。
【００５７】
　第１周壁部２３は、液晶パネル２の厚み方向Ｚに平行に形成され、段差部１７のうち、
液晶パネル２に関する面方向外方の端部に連なり、前面側Ｚ１に延びて形成される。第１
周壁部２３の前面側Ｚ１には、前面側Ｚ１に臨み、液晶パネル２の外周部に対向する乗載
部分１３と、乗載部分１３よりも面方向外方において前面側Ｚ１に突出し、液晶パネル２
の外縁部に面方向外方から接触する接触部分１４とが形成される。枠体１２の乗載部分１
３は、液晶パネル２の外周部を額縁５の平板状部分１５と協働して挟持する部分である。
したがって、乗載部分１３は、液晶パネル２の外周部に確実に対向させて安定に支持し、
狭額縁化を図ることができる幅寸法ｂ１に選ばれる。
【００５８】
　液晶パネル２の厚み方向Ｚにおいて、接触部分１４の幅寸法（深さあるいは高さ寸法）
ｂ２は、液晶パネル２の厚み寸法Ｔに対してほぼ同一でかつわずかに小さく設定される。
これによって、額縁５の平板状部分１５が液晶パネル２の外周部に接触し、乗載部分１３
とともに液晶パネル２を挟持するときに、液晶パネル２が厚み方向Ｚにがたつくことを防
止することができる。
【００５９】
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　前記反射部材８は、たとえばアクリル樹脂製の断面形状が山形の柱状部材から成り、各
額縁５に沿って延び、かつ頂部を挟んで隣接する２つの斜面に反射面６，７が形成される
山形柱状の反射部２４と、反射部２４に連なり、各液晶パネル２の互いに隣接する額縁５
の外周部１６によって各液晶パネル２の互いに隣接する各側部によって挟持される挟持部
２５とを有する。すなわち、挟持部２５は各液晶パネル２の互いに隣接する各側部によっ
て、間接的に挟持される。各反射面６，７は、三角柱状の反射部２４の裾部、すなわち額
縁５側に位置する湾曲部分６ａ，７ａと、この湾曲部分６ａ，７ａより連なり反射部２４
の頂部側に連なる平坦面６ｂ，７ｂとによって、断面が三角柱状に形成される。各反射面
６，７は、アルミニウム合金等の金属薄膜を前記反射部２４の２つの斜面に対して、たと
えば蒸着によって形成し、この金属薄膜を白鏡面仕上げ、鏡面加工、メッキ処理などの各
種の処理を行うことによって鏡面に加工されて形成される。
【００６０】
　反射部２４と挟持部２５とは、図１～図３に示すように一体の成型体から成るものでも
よく、あるいは、図４に示すように反射部２４の底面から頂部に向って凹状に、かつ反射
部２４の長手方向に沿って形成された溝３０に、挟持部２５を嵌め込むことによって接続
されるものであってもよい。反射部２４は、断面形状が山形であり、各額縁５の各液晶パ
ネル２の一辺を成す部分に全長にわたって延びる棒状体から成る。挟持部２５は、断面が
Ｌ字状の長尺材であり、反射部２４の長さ全長にわたって延びていてもよく、また反射部
２４の長さの全長より短い部材が複数接続されていてもよい。挟持部２５は、反射部２４
と同様にアクリル樹脂から成ってもよく、あるいはポリ塩化ビニル、アルミニウム合金な
ど、その他の素材から成ってもよい。
【００６１】
　このように挟持部２５の断面がＬ字状に形成されることによって、挟持部２５を両側か
ら額縁５によって挟持しかつ片側の枠体１２およびシャーシ３によって背面側Ｚ２から係
止して抜止めし、反射部材８を各額縁５上に確実に位置決めして保持することができる。
また挟持部２５は、他の実施形態では、断面が逆Ｔ字状に形成されてもよい。挟持部２５
の断面が逆Ｔ字状に形成されることによって、挟持部２５を両側から額縁５によって挟持
しかつ抜止めして、反射部材８を各額縁５上に確実に位置決めされた状態で抜止めし、安
定に保持することができる。また挟持部２５は、他の実施形態では、断面がＩ字状に形成
されてもよい。挟持部２５の断面がＩ字状に形成されることによって、マルチディスプレ
イを設置した後から、各液晶パネル２の互いに隣接する額縁５の各側部の間に挿入し、取
付けることができる。
【００６２】
　このような反射部材８によって、各液晶パネル２を組立ててマルチディスプレイ装置１
を構築した状態での表示画面に、非表示部である各額縁５が線状に露呈することを防止し
、表示品位を向上することができる。また、反射部材８は、反射面６，７を有する機械的
部品によって実現され、前記従来技術のような電子部品あるいは光ファイバなどの光学部
品を用いないため、安価な製造コストで非表示部が露呈しない消費電力の少ないマルチデ
ィスプレイ装置１を実現することができる。
【００６３】
　また、反射部材８は、隣接する各額縁５に沿って延びる２つの表面に反射面６，７が形
成される断面形状が山形の柱状部材から成るので、各額縁５の両側の表示画面の表示光を
各反射面によってそれぞれ反射し、各額縁５を介して隣接する各表示画面の表示を、外見
上、実質的に連続した一連の画像として視認することができ、各額縁５が線状に露見され
ること防止することができる。したがって、マルチディスプレイ装置１を正面から見ると
、上下、左右のそれぞれに額縁５の近辺の画像が反射面６，７によって反射され、その反
射像が目に入るために、額縁線を目立たなくすることができる。特に、本実施形態では、
反射部材８の反射部２４の断面が山形の柱状に形成され、額縁５の線を隠蔽して目立たな
くすることができる。
【００６４】
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　さらに、反射部材８は、隣接する各額縁５に沿って延びる２つの表面に反射面６，７が
形成される山形柱状の反射部２４と、反射部２４に連なり、各液晶パネル２の互いに隣接
する各側部によって挟持される挟持部２５とを有するので、反射部材８を各液晶パネル２
の各額縁５に正確に位置決めされた状態で容易かつ確実に設けることができる。
【００６５】
　前述の実施形態の反射部材８は、非表示部として額縁５を隠蔽する幅を有する構成につ
いて述べたが、本発明の他の実施形態では、額縁５を隠蔽しかつ額縁５よりも内側の液晶
パネル２の有効表示領域の外縁まで覆う幅に形成されてもよい。
【００６６】
　図５は反射部材８が隣接する２つの額縁５に設置された状態を示す一部の斜視図であり
、図６は反射部材８がマルチディスプレイ装置１の周縁部の額縁５に設置された状態を示
す一部の斜視図である。前述のマルチディスプレイ装置１において、前記反射部材８は、
図５に示すように、同一面上で隣接する２つの液晶パネル２の額縁５に設置されるととも
に、マルチディスプレイ装置１の周縁部、すなわち面方向外方に配置される額縁５には、
図６に示すように、表示画面に臨む斜辺に対応する片側の表面だけに反射面６を有する断
面が半山形形状の反射部材８ａが、たとえば両面粘着テープ３１によって接着されて設け
られる。各反射部材８，８ａの各反射面６，７は、表示画面の額縁５近傍の反射対象領域
３２から矢符Ａ１で示すように放射される光を矢符Ａ２で示すように反射するため、額縁
５は正面から表示画面を視認する看者には認識されず、実質的に額縁５を隠蔽し、マルチ
ディスプレイ装置１全体としての表示画像の額縁５による表示品位の低下を防止すること
ができる。
【００６７】
　図６に示すようなマルチディスプレイ装置１の周縁部の額縁５に設けられる反射部材８
ａは、本発明の他の実施形態においては、表示上の支障がない場合には、省略されてもよ
い。
【００６８】
　図７は液晶パネル２からの出射光の反射パターンを示す図であり、図７（１）は本実施
形態の反射部材８による反射パターンを示す図であり、図７（２）は比較例として反射部
材の反射面が傾斜した平面である場合の反射パターンを示す図である。本実施形態の反射
部材８による場合、図７（１）に示すように、液晶パネル２の額縁５に近い部分からの出
射光をも反射させることができ、これによって、液晶パネル２からの出射光による画像と
、反射面６，７からの反射光による画像との違和感をより少なくすることができる。さら
に、隣接する液晶パネル２からの出射光による画像の連続的視認性も改良される。これに
比べて、図７（２）に示す比較例では、液晶パネル２の額縁５に近い部分からの出射光の
反射が充分に成されないため、前記のような違和感や、連続的視認性の点において不充分
さがある。
【００６９】
　なお、額縁５上においては、反転された映像、すなわちマルチディスプレイ装置１に表
示される映像に対して、反射部２４の長手方向が上下になるように取付けた場合は左右反
転像、反射部２４の長手方向が左右になるように取付けた場合は上下反転像が表示される
。各液晶パネル２の大形画面化および狭額縁化によって、額縁５のサイズは、各液晶パネ
ル２の画面全体のサイズに比較して非常に微細な範囲であるため、反転されていても目立
たない。また、文字などの細かい表示の場合、額縁線上にかからないよう、すなわち額縁
５が反射面６，７に移り込まないように配置することによって、反転表示を防止すること
が可能である。しかも、本実施形態では、山形形状の反射部２４の裾部に、反射面６，７
の一部を成す湾曲部分６ａ，７ａが形成され、これによって、前述のとおり液晶パネル２
の額縁５に近い部分からの出射光の反射が充分に成されるから、文字などの細かい表示を
反射面６，７に移り込まないように配置することがより容易となる。
【００７０】
　図８はマルチディスプレイ装置１の表示状態を示す正面図であり、図８（１）は額縁５
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に反射部材８が設けられていないときの画面の表示状態を示し、図８（２）は額縁５に反
射部材８を設けたときの画面の表示状態を示す図である。前述のマルチディスプレイ装置
１は、図８（２）から明らかなように、反射部材８が額縁５に設けられることによって、
互いに隣接する各液晶パネル２間および各液晶パネル２の外周部に配置される各額縁５が
、図８（１）のような額縁線が認識されることを防ぎ、表示品位の高い画像を実現するこ
とができる。
【００７１】
　図９は本発明の他の実施形態の反射部材８ｂを具備するマルチディスプレイ装置１ａを
示す一部の断面図である。なお、前述の各実施形態と対応する部分には同一の参照符を付
す。本実施形態では、反射部材８ｂは、隣接する各額縁５に沿って延びる２つの表面に前
記と同様の反射面６，７が形成される山形柱状の反射部２４のみから成り、すなわち、前
記のような挟持部２５を有さず、かつ隣接する各額縁５に両面粘着テープ３１ｂによって
固着される。このような構成によって、反射部材８ｂを容易に各額縁５へ高い強度で取付
けることができる。
【００７２】
　図１０は本発明のさらに他の実施形態の反射部材８ｃを具備するマルチディスプレイ装
置１ｂを示す一部の断面図である。なお、前述の各実施形態と対応する部分には同一の参
照符を付す。本実施形態では、反射部材８ｃは、隣接する各額縁５に沿って延びる２つの
表面に前記と同様の反射面６，７が形成される山形柱状の反射部２４のみから成り、すな
わち、前記のような挟持部２５を有さず、隣接する各額縁５の一方に両面粘着テープ３１
ｃによって固着され、かつ各非表示部の他方に帯状にスペーサである合成樹脂製のシート
体３１ｄを介して乗載されるので、各非表示部の近接／離反する方向に相対変位しても、
反射部材８ｃは一方の額縁５に両面粘着テープ３１ｃによって固着され、かつ他方の額縁
５にシート体３１ｄを介して乗載されるので、反射部材８ｃが固着されている側の額縁５
に追従して移動し、他方の額縁５に固着されたシート体３１ｄ上を摺動することができ、
前記相対変位を許容することができる。一方の非表示部は他方の非表示部よりも幅が大き
いので、反射部材８ｃを前記一方の非表示部に対して高い強度で接合することができる。
【００７３】
　図１１は本発明のさらに他の実施形態の反射部材８ｄを具備するマルチディスプレイ装
置１ｃを示す一部の断面図である。なお、前述の各実施形態と対応する部分には同一の参
照符を付す。本実施形態では、反射部材８ｄが前述の額縁５および枠体１２を兼ねた構造
体として一体に形成される。これによってもまた、前述の各実施形態と同様に額縁５が線
として認識されることを抑制し、または防止することができるとともに、額縁５と反射部
材８ｄとを一体成形によって同時に製造することができ、製造コストの削減を図ることが
できる。
【００７４】
　図１２は本発明のマルチディスプレイ装置１の全体斜視図と、本マルチディスプレイ装
置１における反射部材８の交差部Ａの一部を拡大して示す斜視図であり、図１３は図１２
の交差部Ａの拡大平面図である。図１４は図１３に示す反射部材８の交差部Ａ側に配置さ
れる端部８１の構造を示す図であり、図１４（１）は反射部材８の端部８１の平面図であ
り、図１４（２）は反射部材８の端部８１の側面図であり、図１４（３）は反射部材８の
端部８１を図１４（２）の右側から見た正面図である。なお、本実施形態の反射部材８の
端部８１の構成は、前述の各実施形態の反射部材８，８ａ～８ｄの全てに適用可能である
ため、反射部材８について説明し、残余の反射部材８ａ～８ｄについては重複を避けて説
明は省略する。
【００７５】
　複数（図１２では１６）の液晶パネル２が各画像表示面にて共通な一平面を成すように
マトリクス状に配置されたマルチディスプレイ装置１において、前記反射部材８は各額縁
５上に前述のように搭載され、複数の交差部Ａを有する。各交差部Ａでは、各反射部材８
の端部８１が隙間なく接触した状態とするため、交差部Ａにおける各画像表示面を含む共
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通な仮想一表面に垂直な中心軸線Ｌに関して軸対称または中心軸線Ｌを含む仮想一平面に
関して面対称に、略三角錐状に形成される。
【００７６】
　図１５～図２０は第２の本発明に係るマルチディスプレイ装置１００を示し、図１５は
マルチディスプレイ装置１００の一実施形態における反射部材５０が隣接する２つの額縁
５に設置された状態を示す一部の斜視図であり、図１６は図５に示す反射部材５０におけ
る反射面５１および非反射面５２の額縁５に対する傾斜角度を示す断面図であり、図１７
は本実施形態のマルチディスプレイ装置１００の表示状態を示す正面図の一部である。図
１７（１）は額縁５に反射部材５０が設けられているときの画面の表示状態を示し、図１
７（２）は比較例として額縁５に３つの角が全て鋭角の三角柱状の反射部材５００を設け
たときの画面の表示状態を示す図である。また、図１８は本実施形態の第１の変形例の反
射部材５０ａを示す一部の拡大斜視図であり、図１９は本実施形態の第２の変形例の反射
部材５０ｂを示す一部の拡大斜視図である。図２０は第２の変形例の反射部材５０ｂを用
いたマルチディスプレイ装置１００ａの全体斜視図と、各部位における反射部材５０ｂの
設置態様を示す図である。
【００７７】
　図１５および図１６において、反射部材５０を除くマルチディスプレイ装置１００の構
成部材は、図５に示す例と同様であるので対応する部分には同一の参照符を付す。本実施
形態の反射部材５０は、非表示部としての額縁５を覆い、かつ、この額縁５に対して斜め
に配される１個の平面状の反射面５１を含む。そして、この反射部材５０は、たとえばア
クリル樹脂から成り、前記平面状の反射面５１が形成される反射部５３と、各液晶パネル
２の互いに隣接する額縁５の各外周部１６によって挟持される挟持部５４とを有する。本
実施形態の反射部５３は、底角が鋭角と鈍角の三角形状の柱状体から成り、鋭角側の斜面
が反射面５１とされ、鈍角側の斜面が非反射面５２とされる。反射面５１に対して、前記
と同様に、アルミニウム合金等の金属薄膜をたとえば蒸着によって形成し、この金属薄膜
を白鏡面仕上げ、鏡加工、メッキ処理などの各種の処理を行うことによって鏡面に加工さ
れて形成される。本実施形態では、挟持部５４は反射部５３とともに樹脂の一体成型によ
って形成されている。
【００７８】
　本実施形態において、反射面５１の額縁５における平板状部分１５に対する傾斜角度α
は、４５°＜α＜９０°、非反射面５２の平板状部分１５に対する傾斜角度βは、４５°
＜α≦９０°でかつα＜βになるよう設定される。これによって、反射部２４の底部の幅
寸法を隣接する額縁５の両平板状部分１５の両端部間寸法に整合するよう設定すれば、平
面視において隣接する額縁５が反射面５１によって完全に覆われることになる。そして、
図１５に示すように、反射面５１の傾斜立ち上がり基部５１ａ側の液晶パネル２における
反射対象領域３２から矢符Ａ１で示すように放射される光を、反射面５１によって矢符Ａ
２で示すように反射するため、額縁５は正面から表示画面を視認する看者には認識されず
、実質的に額縁５を隠蔽し、マルチディスプレイ装置１全体としての表示画像の額縁５に
よる表示品位の低下を防止することができる。
【００７９】
　図１７（１）は、図１５および図１６に示すように額縁５に反射部材５０が設けられて
いるときの画面の表示状態を平面的に示しており、前記反射対象領域３２からの放射光が
平面状の反射面５１の全面から反射されるから、この反射光画像には、反射対象領域３２
からの放射光画像以外の筋などが視認されない。これに対して図１７（２）に示すように
、断面形状が三角形の反射部材５００（たとえば、前記先願に開示された反射部材）を用
いると、その反射光画像の中央部に三角形の頂部に対応する線５００ａが視認される。
【００８０】
　図１８は、本実施形態の第１の変形例の反射部材５０ａを示す一部の拡大斜視図である
。この例では、反射部５３が平板状部材から成り、この平板状の反射部５３が挟持部５４
に対して所定の傾斜角度となるよう一体に固定されている。そして、反射部５３の挟持部
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５４による固定部とは反対側の傾斜面が反射面５１とされている。
【００８１】
　また、図１９は、第２の変形例の反射部材５０ｂを示す一部の拡大斜視図である。この
例では、反射部５３が第１の変形例と同様に平板状部材から成るが、反射部５３は断面形
状が直状（Ｉ字状）の挟持部５５に対して、該挟持部５５の上端に反射部材５０ｂの長手
方向に沿って固着された支持軸５６の軸線５６ａ回りに回動可能に連結され、反射面５１
の前記額縁５に対する傾斜角度α（図１６参照）が調整可能とされている。そして、挟持
部５５がＩ字状に形成されることによって、マルチディスプレイを設置した後から、各液
晶パネル２の互いに隣接する額縁５の各外周部１６の間に挿入し、取付けることができる
とともに、額縁５からの反射部材５０ｂの突出高さを調整することができる。反射部５３
の下面には、前記支持軸５６に同心的に嵌合する断面扇形（扇角が１８０°以上）の開環
状の嵌合部材５７が固着されている。嵌合部材５７の内径は、支持軸５６の外径よりやや
小とされ、嵌合部材５７は支持軸５６に対してフリクションを持って嵌合されている。し
たがって、反射部材５０ｂは、嵌合部材５７の支持軸５６に対する嵌合によって、支持軸
５６の軸線５６ａ回りに回動可能に支持されるとともに、任意の回動位置に保持され、反
射面５１の傾斜角度αの任意設定が可能とされている。
【００８２】
　図２０は、第２の変形例の反射部材５０ｂを用いたマルチディスプレイ装置１００ａの
模式的全体斜視図と、各部位における反射部材５０ｂの設置態様を側面して示す模式図で
ある。このマルチディスプレイ装置１００ａは、５×５（＝２５）枚の液晶パネル２をマ
トリックス状に並べて構成されている。マルチディスプレイ装置１００ａの周縁部分には
、額縁（図示せず）のみで反射部材５０ｂは設けられていない。そして、隣接する各額縁
５間には反射部材５０ｂが設けられるが、縦方向（上下方向）には、縦方向全長に亘り連
続する反射部材５０ｂが各１本ずつ計４本設けられ、横方向（左右方向）には、隣接する
液晶パネル２毎に反射部材５０ｂが計２０本設けられている。左右方向に並ぶ縦向きの４
本の反射部材５０ｂ（１）～５０ｂ（４）のうち、左右両端の反射部材５０ｂ（１），５
０ｂ（４）は、反射面５１が互いに向き合うとともに、反射面５１の傾斜角度が大きく設
定され、かつ、額縁５からの突出位置が高くなるよう挟持部５５が隣接する額縁５間に挟
持されている。また、中間部の反射部材５０ｂ（２），５０ｂ（３）は、反射面５１が互
いに向き合うとともに、反射部材５０ｂ（１），５０ｂ（４）より反射面５１の傾斜角度
が小さく設定され、かつ、額縁５からの突出位置が低くなるよう挟持部５５が隣接する額
縁５間に挟持されている。さらに、上下方向に並ぶ横向きの反射部材５０ｂ（５）～５０
ｂ（８）は、いずれも反射面５１が下方に向けられ、上端の反射部材５０ｂ（５）から下
端の反射部材５０ｂ（８）にかけて、反射面５１の傾斜角度が徐々に小さくなるよう設定
され、かつ、額縁５からの突出位置が徐々に低くなるよう挟持部５５が隣接する額縁５間
に挟持されている。
【００８３】
　なお、横向きの反射部材５０ｂ（５）～５０ｂ（８）においては、各列の横方向に並ぶ
各５本の反射部材５０ｂは、それぞれ同様の設置態様とされる。
【００８４】
　図２０に示すような大画面のマルチディスプレイ装置１００ａの場合、看者はマルチデ
ィスプレイ装置１００ａの中央の少し離れた位置からやや見上げるように位置することが
想定される。したがって、前記のような態様で各反射部材５０ｂを設置することによって
、反射部材５０ｂによる表示画面からの反射光が看者の視点に集まりやすくなり、額縁５
が露呈して表示品位が低下することを可及的に少なくすることができる。
【００８５】
　図２１は、第３の本発明に係るマルチディスプレイ装置２００の一実施形態における反
射部材６０が隣接する２つの額縁５に設置された状態を示す一部の斜視図である。また、
図２２は図２１に示す反射部材６０による液晶パネル２からの出射光の反射パターンを示
す図である。図２１において、反射部材６０を除くマルチディスプレイ装置２００の構成
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部材は、図５に示す例と同様であるので対応する部分には同一の参照符を付す。本実施形
態の反射部材６０は、断面形状が三角形の柱状部材から成り、２つの斜面による反射面６
１，６２を有する反射部６３と、この反射部６３に連なり、隣接する額縁５の各外周部１
６に挟持される挟持部６４とを含む。前記反射面６１は、粗面化処理部６５を含む。図２
１の拡大部は、粗面化処理部６５を誇張して示す拡大断面図である。粗面化処理部６５は
、反射面６１の全面に亘り形成してもよいが、本実施形態では、額縁５から離れるに従っ
て粗面化度合いが大きくなるよう形成されている。粗面化処理部６５は、ショットブラス
ト、エッチング処理、その他の公知の処理法によって形成される。
【００８６】
　このような反射部材６０が設けられたマルチディスプレイ装置２００においては、液晶
パネル２の反射対象領域３２から矢符Ａ１で示すように放射される光は、反射部材６０の
反射面６１によって反射される。このとき、反射面６１には粗面化処理部６５が形成され
ているから、この粗面化処理部６５によって図２１の矢符Ａ２，Ａ３、および図２２の反
射光で示すように乱反射する。この乱反射によって、反射映像をぼやかすことができる。
本実施形態では、粗面化処理部６５が、額縁５から離れるに従って粗面化度合いが大きく
なるよう形成されているから、隣接する液晶パネル２からの反射映像が違和感なく視覚さ
れる。特に、反射部分で反転することにより、その部分が目立ち、見づらくなるような映
像が多用される場合には、額縁５から離れるに従ってぼやけた映像を表示させることは、
スムーズな表示に有効である。
【００８７】
　なお、第３の本発明に係る粗面化処理部を、第１および第２の本発明に係る反射部材８
、５０にも適用することは可能である。これによって、第１および第２の本発明と、第３
の本発明との複合した効果が得られる。また、第１および第３の本発明においても、看者
の視点Ｂが最も集まりやすい位置を想定して反射方向を設定した反射部材を実装してマル
チディスプレイ装置を構成することによって、それぞれの反射部材が表示画面からの光を
反射し、額縁５が露呈して表示品位が低下することを可及的に少なくすることができる。
また、図９～図１１に示す実施形態を第２の本発明あるいは第３の本発明に適用すること
も可能である。
【符号の説明】
【００８８】
　１，１ａ，１ｂ，１ｃ，１００，１００ａ，２００　マルチディスプレイ装置
　２　液晶パネル
　３　シャーシ
　４　筐体
　５　額縁
　６，７，５１，６１　反射面
　６ａ，７ａ　湾曲部分
　８，８ｂ，８ｃ，８ｄ，５０，５０ａ，５０ｂ，６０　反射部材
　２４，５４，５５，６４　挟持部
　１５　平板状部分
　１６　外周部
　５６ａ　軸線
　６５　粗面化処理部
　Ｚ１　前面側
　Ｚ２　背面側
　α　傾斜角度
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